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国土交通省におけるＰＦＩ事業の推進状況につ国土交通省におけるＰＦＩ事業の推進状況につ国土交通省におけるＰＦＩ事業の推進状況につ国土交通省におけるＰＦＩ事業の推進状況についていていていて 
 

 

１．ＰＦＩ事業の実施に向けた取組みに関する基本的事項について１．ＰＦＩ事業の実施に向けた取組みに関する基本的事項について１．ＰＦＩ事業の実施に向けた取組みに関する基本的事項について１．ＰＦＩ事業の実施に向けた取組みに関する基本的事項について    
 
１） 国土交通省においては効率的かつ効果的に社会資本を整備・管理し、質

の高い公共サービスを提供するため、民間の資金・能力を活用する観点から、

ＰＦＩ方式の導入を積極的に推進しているところである。 

特に、平成１４年２月以降は、副大臣を議長とする局長級会議の下に、課

長級からなる幹事会、官・室長級からなるＷＧを設置し、月１回のペースで

情報交換を密に行い、省をあげてＰＦＩ事業の推進を図っている。 

 

２） ＰＦＩ法に基づく事業で、実施方針が策定、公表され、事業の具体化が

進んでいるものは、平成１６年３月４日現在、全国で１３４事業であるが、

そのうち国土交通省関連事業は計２７事業である。 

内訳は、当省実施のＰＦＩ事業が４事業（官庁庁舎等、うち１事業は地

方公共団体との共同事業）、また、地方公共団体が主体となって実施する当

省関係の事業は２３事業（港湾４事業、駐車場５事業、公園５事業、下水

道２事業、市街地再開発２事業、公営住宅等４事業、廃棄物処理施設１事

業(北海道)）である。［別紙１参照］［別紙１参照］［別紙１参照］［別紙１参照］    

 

３）  さらに、平成１５年度以降の新たな方針として「新規着手事業のうち「新規着手事業のうち「新規着手事業のうち「新規着手事業のうち

ＰＦＩに適する事ＰＦＩに適する事ＰＦＩに適する事ＰＦＩに適する事業についてはＰＦＩで実施することを原則とし、平成１６業についてはＰＦＩで実施することを原則とし、平成１６業についてはＰＦＩで実施することを原則とし、平成１６業についてはＰＦＩで実施することを原則とし、平成１６

年度末までに当省関係のＰＦＩ事業件数を倍増する（実施方針公表ベースで年度末までに当省関係のＰＦＩ事業件数を倍増する（実施方針公表ベースで年度末までに当省関係のＰＦＩ事業件数を倍増する（実施方針公表ベースで年度末までに当省関係のＰＦＩ事業件数を倍増する（実施方針公表ベースで

平成１４年度末１７件⇒平成１６年度末までに３４件）」平成１４年度末１７件⇒平成１６年度末までに３４件）」平成１４年度末１７件⇒平成１６年度末までに３４件）」平成１４年度末１７件⇒平成１６年度末までに３４件）」ことを基本方針と

している。 
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２．ＰＦＩの推進に係る具体的な取り組みについて２．ＰＦＩの推進に係る具体的な取り組みについて２．ＰＦＩの推進に係る具体的な取り組みについて２．ＰＦＩの推進に係る具体的な取り組みについて    
    

１） ＰＦＩ事業等の立ち上がりにも即応できるよう、都市公園、下水道、市

街地再開発、公営住宅等について、平成１６年度予算案においてもＰＦＩ事

業に対する事業費の補助等の予算枠を確保するなど、推進に取り組んでいる

ところである。［別紙２参照］［別紙２参照］［別紙２参照］［別紙２参照］ 

 

２） ＰＦＩ事業について広く普及・啓発するため、平成１１年度～平成１５

年度に、全国のべ４２箇所において地方公共団体、民間事業者等を対象とし

た「国土交通省ＰＦＩセミナー（公開検討会）」を開催し、のべ約 11,500 名

の参加者を得て、情報、意見等を交換する取り組みを継続している。 

平成１５年度における当該セミナーの概要については［別紙３参照］［別紙３参照］［別紙３参照］［別紙３参照］ 

 

３） 民間事業者、地方公共団体等からのＰＦＩに関する相談、提案等に迅速

かつ的確に対応するため、平成１３年１月（国土交通省発足時）にＰＦＩ相

談窓口を本省内関係各局等に設置し、当省のホームページ等で公開している。

［別紙４参照］［別紙４参照］［別紙４参照］［別紙４参照］ 

 

４） ＰＦＩ事業手続に関するノウハウを今後のＰＦＩ事業に活かし、より効

率的で効果的な官庁施設のＰＦＩ事業の実現に役立てるため、「官庁施設の

ＰＦＩ事業手続き標準（第 1版）」を平成１５年１０月に公表した。［別紙５［別紙５［別紙５［別紙５

参照］参照］参照］参照］ 

 

５） 省所管の１３事業を対象に代表事例を選定し、ある条件を設定した上で

簡易にＶＦＭを算定するモデル（「国土交通省所管事業を対象にしたＶＦＭ

簡易シミュレーション」）を構築し、算定結果を公表した。［別紙６参照］［別紙６参照］［別紙６参照］［別紙６参照］ 

また、あわせて、民間事業者、地方公共団体等から寄せられた６６３件

に及ぶ意見・質問とその対応を整理した一覧表も同時に公表した。 
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３．ＰＦＩの推進に係る今後の具体的な取り組みについて３．ＰＦＩの推進に係る今後の具体的な取り組みについて３．ＰＦＩの推進に係る今後の具体的な取り組みについて３．ＰＦＩの推進に係る今後の具体的な取り組みについて    
 

１） 料金収入を伴う等、既に取り上げた事業とはタイプの異なる８事業を対

象に事例を選定し、ある条件を設定した上でＶＦＭ算定の結果を公表すべく

作業中である。 

 

２） 今後とも、政府全体の取り組み方針を踏まえつつ、幅広い分野で、ＰＦ

Ｉ事業をはじめとして民間活力を活用した事業を推進していく。 
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指摘事項４テーマに対する報告指摘事項４テーマに対する報告指摘事項４テーマに対する報告指摘事項４テーマに対する報告    
    

１．１．１．１．    入札・会計制度関連入札・会計制度関連入札・会計制度関連入札・会計制度関連    
    
国土交通省が発注している PFI 事業においては、総合評価落札方式を採用し

ている。総合評価落札方式による事業提案の評価において、極力客観的に実施

されるよう配慮するとともに、事前に評価基準を公表するなど、透明性の確保

に努めているところ。 

    
２．２．２．２．    公共施設等の管理等に係る制度（指定管理者を含む）公共施設等の管理等に係る制度（指定管理者を含む）公共施設等の管理等に係る制度（指定管理者を含む）公共施設等の管理等に係る制度（指定管理者を含む）    
 

（１）ＰＦＩ事業者の公物管理 

平成１４年８月に「ＰＦＩ事業者の公物管理上の位置づけについての考え方」

について、省の方針を整理し、全国の地方整備局等、４７都道府県・１２政令

市あて通知し、当省ホームページにも掲載した。［別紙７参照］［別紙７参照］［別紙７参照］［別紙７参照］    

（２）指定管理者制度との関連 

平成１５年１１月２１日開催の経済財政諮問会議にて、国土交通省大臣より

「国土交通省が所管する公物について幅広く、指定管理者制度等も活用できる

よう通知」する旨表明したところである。 

なお、都市公園については、既に平成１５年９月２日付で「指定管理者制度

による都市公園の管理について」を各都道府県・政令指定都市あて通知済みで

ある。 
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３．３．３．３．    国庫補助金等のイコールフッティング国庫補助金等のイコールフッティング国庫補助金等のイコールフッティング国庫補助金等のイコールフッティング    

（１）ＢＴＯ及びＢＯＴに対する補助金について（１）ＢＴＯ及びＢＯＴに対する補助金について（１）ＢＴＯ及びＢＯＴに対する補助金について（１）ＢＴＯ及びＢＯＴに対する補助金について    

当省は平成１６年３月、地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の補助金の

適用に関する基本方針を再整理した。 

ＢＴＯ、ＢＯＴともに、ＰＦＩ事業で整備された公共施設に対し、補助金をＢＴＯ、ＢＯＴともに、ＰＦＩ事業で整備された公共施設に対し、補助金をＢＴＯ、ＢＯＴともに、ＰＦＩ事業で整備された公共施設に対し、補助金をＢＴＯ、ＢＯＴともに、ＰＦＩ事業で整備された公共施設に対し、補助金を

一括交付することは可能である。一括交付することは可能である。一括交付することは可能である。一括交付することは可能である。    

ただし、ＢＯＴ方式に関しては、以下の点について、個別プロジェクトごとただし、ＢＯＴ方式に関しては、以下の点について、個別プロジェクトごとただし、ＢＯＴ方式に関しては、以下の点について、個別プロジェクトごとただし、ＢＯＴ方式に関しては、以下の点について、個別プロジェクトごと

に審査を行う必要がある。に審査を行う必要がある。に審査を行う必要がある。に審査を行う必要がある。    

①長期安定的に公共施設等を管理・運営できるか①長期安定的に公共施設等を管理・運営できるか①長期安定的に公共施設等を管理・運営できるか①長期安定的に公共施設等を管理・運営できるか    

②最終的にその公共施設等が公共に移転されることが担保されているか②最終的にその公共施設等が公共に移転されることが担保されているか②最終的にその公共施設等が公共に移転されることが担保されているか②最終的にその公共施設等が公共に移転されることが担保されているか    

③補助金等適正化法の適用条件（目的外使用の制限、財産処分の制限等）を③補助金等適正化法の適用条件（目的外使用の制限、財産処分の制限等）を③補助金等適正化法の適用条件（目的外使用の制限、財産処分の制限等）を③補助金等適正化法の適用条件（目的外使用の制限、財産処分の制限等）を    

ＰＦＩ事業者が了承するかＰＦＩ事業者が了承するかＰＦＩ事業者が了承するかＰＦＩ事業者が了承するか 

 

 

（２）ＢＯＯに対する補助金について（２）ＢＯＯに対する補助金について（２）ＢＯＯに対する補助金について（２）ＢＯＯに対する補助金について    

従来からの補助制度により、ＢＯＯに対する補助が可能である案件もある。 

例えば、公営住宅建設費等補助に関しては、平成８年より、民間所有のまま

公営住宅として借り上げ（ＢＯＯ）、補助金を交付する方式が実施されている。 
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４．４．４．４．    合築事業等にかかる国公有財産管理合築事業等にかかる国公有財産管理合築事業等にかかる国公有財産管理合築事業等にかかる国公有財産管理    

中央合同庁舎第７号館中央合同庁舎第７号館中央合同庁舎第７号館中央合同庁舎第７号館    についてについてについてについて    
中央合同庁舎第７号館整備等事業においては、次のような付帯民間収益部分

の整備を予定。文部科学省において、中央合同庁舎第７号館（国有財産）の管

理を行うとともに、付帯民間収益施設の整備に必要な借地権を国有地に設定予

定。 
 
   事業契約     平成１５年６月３０日 

土地貸付契約   平成１７年１月（予定） 
   完  成     平成１９年９月末（予定） 

規  模     約１８，０００㎡ 
用  途     貸事務室・会議室等、商業施設 

 
付帯民間収益部分の事業期間については、平成４６年度（予定）まで。事業

終了後はこれを国が買い取る予定。 
 
 

以 上 
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    別紙１ 

 

基本方針策定以降に実施方針が策定・公表されたＰＦＩ事業（国土交通省関係）基本方針策定以降に実施方針が策定・公表されたＰＦＩ事業（国土交通省関係）基本方針策定以降に実施方針が策定・公表されたＰＦＩ事業（国土交通省関係）基本方針策定以降に実施方針が策定・公表されたＰＦＩ事業（国土交通省関係）    

（平成１６年２月末現在内閣府公表ベース） 
 

国の事業 

事   業   名   称 
事業 
方式 

実施主体 事業地点 実施方針公表 

1 
中央合同庁舎第７号館整
備等事業 

官庁 
庁舎 

BTO 
国土交通省 
文部科学省 

千代田区 Ｈ１４．６．１０ 

2 
苫小牧法務総合庁舎整備
等事業 

官庁 
庁舎 

BTO 
法務省 

国土交通省 
苫小牧市 Ｈ１６．１．２２ 

3 
富山県警察学校整備等事
業 

学校
施設 

BTO 
警察庁 

国土交通省 
富山市 Ｈ１６．１．３０ 

 
国と地方公共団体の共同事業 

事   業   名   称 
事業 
方式 

実施主体 事業地点 実施方針公表 

1 
九段第３合同庁舎・千代田
区役所本庁舎整備等事業 

官庁 
庁舎 BTO 

国土交通省 
東京都 

千代田区 Ｈ１５．４．１７ 

    
地方公共団体の事業（国土交通省所管） 

事   業   名   称 
事業 
方式 

実施主体 事業地点 実施方針公表 

１ 
常陸那珂港北ふ頭公共コ
ンテナターミナル 

港湾 BOT 茨城県 東海村 Ｈ１２．３．２３ 

２ 
北九州港ひびきコンテナ
ターミナル 

港湾 BOT 北九州市 北九州市 Ｈ１２．５．１１ 

３ 
江坂駅南立体駐車場整備
事業 

駐車
場 

BOO 大阪府 吹田市 Ｈ１３．１．３０ 

４ 神奈川県立湘南海岸公園 
都市
公園 

BTO 
BOO 

神奈川県 藤沢市 Ｈ１３．２．９ 

５ 
取手駅北地区Ｃ街区共同
ビル整備事業 

駐車
場 

BTO 取手市 取手市 Ｈ１３．６．１３ 

６ 
東京都森ヶ崎水処理センタ
ー下水汚泥消化ガス発電 

下水
道 

BTO 東京都 大田区 Ｈ１３．９．５ 

７ 
西国分寺駅東地区市街地
再開発事業 

市 街
地 再
開 発 

BTO 国分寺市 国分寺市 Ｈ１３．９．６ 

８ 
竹の塚西自転車駐車場整
備運営事業 

駐車
場 

BOT 足立区 足立区 Ｈ１３．９．１０ 

９ 長井海の手公園 
都市 
公園 

BOT 
BTO 

横須賀市 横須賀市 Ｈ１４．１．７ 

10 
横浜市戸塚駅西口地区市
街地再開発事業 

市 街
地 再
開 発 

BTO 横浜市 横浜市 Ｈ１４．３．１５ 
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事   業   名   称 
事業 
方式 

実施主体 事業地点 実施方針公表 

11 県営上安住宅（仮称） 
公営 
住宅 

BTO 広島県 広島市 Ｈ１４．３．２９ 

12 
横浜市下水道局改良土プ
ラント 

下水
道 

BTO 横浜市 横浜市 Ｈ１４．９．１０ 

13 
鯖江駅周辺駐車場整備事
業 

駐車
場 

BOT 鯖江市 鯖江市 Ｈ１４．９．３０ 

14 
指宿地域交流施設整備等
事業 

都市 
公園 

BTO 指宿市 指宿市 Ｈ１５．１．１４ 

15 尼崎の森中央緑地 
都市 
公園 

BTO 兵庫県 尼崎市 Ｈ１５．１．２０ 

16 
道立噴火湾パノラマパー
クビジターセンター等整
備運営事業 

都市 
公園 

BOT 
BTO 

北海道 八雲町 Ｈ１５．４．１０ 

17 
鯖江市地域交流センタ
ー・特定公共賃貸住宅整備
等ＰＦＩ事業 

特 定
公 共
賃 貸
住 宅 

BTO 鯖江市 鯖江市 Ｈ１５．６．２５ 

18 
PFI による県営住宅鈴川
団地移転建替等事業 

公営 
住宅 

BTO 山形県 山形市 Ｈ１５．６．２７ 

19 
新浦安駅前複合施設整
備運営事業 

駐車
場 

BTO 浦安市 浦安市 Ｈ１５．９．３ 

20 
吉島地区ボートパーク
（仮称）整備運営事業 

港湾 BOT 広島県 広島市 Ｈ１５.１１．２０ 

21 
県営坂地区住宅整備事
業 

公営 
住宅
等 

BTO 
広島県 
坂町 

安芸郡坂町 Ｈ１５.１１．２０ 

22 

名古屋港ガーデンふ頭
東地区臨港緑地整備等
事業 

交流 
施設 

BTO 
BOT 

愛知県 名古屋市 Ｈ１５.１１．２６ 

 

地方公共団体の事業（他省庁所管事業、国土交通省（北海道開発）予算） 

事   業   名   称 
事業 
方式 

実施主体 事業地点 実施方針公表 

1 
留辺蘂町外２町一般廃棄
物最終処分場整備及び運
営事業 

廃棄
物処
理 

BOT 
留辺蘂町外
２町 

留辺蘂町 Ｈ１３.１０．１２ 
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別紙２ 

 

平成１６年度ＰＦＩ関連支援措置概要平成１６年度ＰＦＩ関連支援措置概要平成１６年度ＰＦＩ関連支援措置概要平成１６年度ＰＦＩ関連支援措置概要    

 

１．財政支援等 

事 業 名 概        要 16 年度予算 15 年度予算 
中央合同庁舎第７号館（文部科学省、
会計検査院、金融庁）、九段第３合同
庁舎においてＰＦＩによる整備に係
る調査。 

49 百万円 126 百万円 

中央官庁庁舎等の
PFI による整備 中央合同庁舎第７号館（文部科学省、

会計検査院、金融庁）、九段第３合同
庁舎のＰＦＩによる整備。【国庫債務
負担行為：国庫の負担となる年度 
平成 18 年度以降 16か年】 

 
----    

    

105,224 百万円 
（限度額） 

空港整備事業 羽田空港再拡張事業におけるターミ
ナル･エプロン等の整備へのＰＦＩ
手法の導入検討。 

10,650 百万円 
    の内数 

- 

航空保安大学校移
転整備事業 

航空保安大学校移転整備事業につい
て,実施方針の作成作業等。 30 百万円 - 

都市再生総合整備
事業 

民間の資金・ノウハウや既存ストッ
クを最大限活用するため、地域生活
基盤施設等の整備に要する費用に購
入費を追加。 

7,389 百万円 
の内数 

- 

都市公園事業 都市公園の施設整備に対する補助。 
    

84,339 百万円 
    の内数 

90,416 百万円 
    の内数 

下水道事業 下水処理に伴って発生する汚泥の処
理施設等の整備に対する補助。 - 

925,024 百万円 
の内数 

市街地再開発事業 ＰＦＩ事業者の選定、仮設店舗の取
得に対する市街地再開発事業の施行
者への補助。 

41,540 百万円 
の内数 

40,539 百万円 
の内数 

公営住宅整備事業 民間事業者が建設等を行う住宅を借
り上げ又は買い取り、公営住宅とし
て供給する事業に対する補助。 

129,649 百万円 
の内数 

165,264 百万円 
の内数 

道路事業 
（ＰＦＩ事業によ
る駐車場整備事業
に対する支援制度） 

ＰＦＩ事業により整備し、交通安全
施設等整備事業の補助採択基準に合
致する駐車場について、地方公共団
体が行う施設の買い取りに対する補
助。 

3,178,199百万円 
の内数 

－ 
 

廃棄物処理施設整
備事業 

北海道内の一般廃棄物処理施設、合
併処理浄化槽の整備に対する補助。 - 

4,200 百万円 
    の内数 



 11 

２．無利子貸付 
事 業 名 概        要 16 年度予算 15年度予算 

港湾整備特別会計か
らの無利子貸付 

ＰＦＩ事業者による中枢・中核国際
港湾のコンテナターミナルにおける
荷役機械、上屋等の公共荷さばき施
設等の整備への無利子貸付。 

2,722 百万円 
の内数 

1,241 百万円 
の内数 

民間都市開発推進機
構による無利子貸付 

民間都市開発事業で、公園、下水道
等の整備に関するものをＰＦＩ事業
者が行う場合への無利子貸付。（都市
開発資金融通特別会計） 

100 百万円 100 百万円 

日本政策投資銀行等
の社会資本整備促進
融資（ＮＴＴ-Ｃ無利
子貸付） 

ＮＴＴ法附則第３条第 1 項に定める
民間資金等活用型社会資本整備事業
（ＰＦＩ事業）に対する無利子貸付。 

20,000 百万円 
の内数 

- 

 

３．財政投融資 
事 業 名 概        要 16 年度予

算 
15 年度予算 

日本政策投資銀行等
による融資 
（民間資金活用型社
会資本整備融資制
度） 

ＰＦＩ法第２条第１項に定めるＰＦ
Ｉの対象施設の建設、維持管理及び
運営等を実施するＰＦＩ事業者への
融資。 

171,200 百万
円 

の内数 

171,200 百万円 
の内数 

公共荷さばき施設等
整備事業に対する融
資(特別転貸債) 

港湾整備特別会計からの無利子貸付
を受けるＰＦＩ事業者へ併せ貸しを
行う自治体の特別転貸債の引き受
け。 

2,691 百万円 
の内数 

919 百万円 
の内数 

 
４．税制 
税   目 概        要 

固定資産税 
都市計画税【延長】 
 

ＰＦＩ法に基づく選定事業者が港湾整備特別会計から無利子貸付

を受けて整備する特定用途港湾施設のうち、輸出入に係るコンテナ

貨物の荷さばきを行うための家屋及び償却資産について、固定資産

税及び都市計画税の課税標準を１／２とする。 
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別紙３ 

平成１５年度国土交通省ＰＦＩセミナー 

当省ではＰＦＩ法が施行されて以来、ＰＦＩ事業の推進を図るため、地方公 共団体、民

間企業等の方々を対象に昨年度まで４年間にわたり、全国でセミナーを開催してきた。 

本年度のセミナーでは、平成１６年度末までに当省関連のＰＦＩ実施 方針公表件数を倍

増するという目標達成にむけて、最新の情報提供を行うことに加え、ＰＦＩに造詣の深い

専門家、ファイナンス面で多くの実績を有する日本政策投資銀行、ＰＦＩ事業の先進自治

体にご参加いただいたところ、全国９会場で延べ２，８００名あまりを集め、開催した。 

 当省からは、昨年末に公表した国土交通省所管の具体的な１３事業を対象に行ったＶＦ

Ｍ算定について詳しく解説した。ＶＦＭ算定はＰＦＩ事業化を検討する際に基本となるも

のであり、これまでＰＦＩの実績の無かった地方公共団体、民間企業等にも、理解を深め

る機会となるよう図った。 

 このホームページでは、セミナーに参加できなかった方々に対しても広く情報を提供す

る為に、当日配布した資料を公開している。 

 

パネルディスカッション（広島会場）パネルディスカッション（広島会場）パネルディスカッション（広島会場）パネルディスカッション（広島会場）                    聴講者の様子（さいたま会場）聴講者の様子（さいたま会場）聴講者の様子（さいたま会場）聴講者の様子（さいたま会場）    
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別紙４ 
    

平成平成平成平成 13131313 年年年年 1111 月月月月 31313131 日日日日    
一部改正 平成 14 年 4 月１日 
一部改正 平成 15 年 4 月１日 

 
国土交通省ＰＦＩ相談窓口の設置について国土交通省ＰＦＩ相談窓口の設置について国土交通省ＰＦＩ相談窓口の設置について国土交通省ＰＦＩ相談窓口の設置について    

 
Ⅰ．設置の目的Ⅰ．設置の目的Ⅰ．設置の目的Ⅰ．設置の目的    
 
国土交通省においては、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法であるＰＦＩ（プライベー
ト・ファイナンス・イニシアティブ）の推進に当たり、民間及び地方公共団体
等の発意・創意工夫を生かす観点から、民間等の方々からの相談、提案等（Ｐ
ＦＩ相談）をお受けするため、国土交通省ＰＦＩ相談窓口を設置する。 
    
Ⅱ．ＰＦＩ相談窓口Ⅱ．ＰＦＩ相談窓口Ⅱ．ＰＦＩ相談窓口Ⅱ．ＰＦＩ相談窓口    
ＰＦＩ相談窓口は、相談の内容に応じて、次のとおり。 

注）相談窓口の後の( )書きは内線番号 国土交通省代表電話番号：03(5253)8111 

１．ＰＦＩ事業全般の相談 
２．個別事業についての相談 
  (１) 官庁施設整備事業について 
 
  (２) 宅地開発事業について 
 
  (３) 観光事業について 
 
  (４) 地下街関連事業について 
 
  (５) 市街地再開発事業について 
 
 
  (６) 街路事業について 
 
  (７) 土地区画整理事業について 
 
  (８) 公園事業について 
 
  (９) 下水道事業について 
 
(10)河川事業、砂防事業、地すべ
り対策事業、急傾斜崩壊対策
等事業、海岸事業について 

(11)道路事業について 
(12)住宅市街地整備総合支援事業
について 

(13)公営住宅整備事業について 
 
  (14)鉄道事業について 
  (15)港湾事業について 
  (16)空港整備事業について 

：総合政策局 政策課 政策企画官(24-203) 
 
：大臣官房 官庁営繕部 営繕計画課 
特別整備企画室長(23-311) 
：土地・水資源局 土地政策課 
宅地整備調整官(30-602) 
：総合政策局 観光部 観光地域振興課 
観光地域活動支援室 企画指導専門官(27-256) 
：都市・地域整備局 都市計画課 
施設計画調整官(32-612) 
：都市・地域整備局 市街地整備課 
再開発事業対策官(32-702) 
：住宅局 市街地建築課 高度利用調整官(39-602) 
：都市・地域整備局 街路課 
街路事業調整官(32-802) 
：都市・地域整備局 市街地整備課 
企画専門官(32-712) 
：都市・地域整備局 公園緑地課 
公園・緑化事業調整官(32-903) 
：都市・地域整備局 下水道部 下水道事業課 
企画専門官(34-212) 
：河川局 河川計画課 河川事業調整官(35-302) 
 
 
：道路局 有料道路課 有料道路調整官(38-302) 
：住宅局 市街地建築課 
市街地住宅整備室長(39-661) 
：住宅局 住宅総合整備課 
公共住宅事業調整官(39-302) 
：鉄道局 総務課 鉄道企画室長(40-171) 
：港湾局 民間活力推進室長(46-461) 
：航空局 総務課 航空企画調査室長(48-151) 
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別紙５ 

平成 15 年 10 月 16 日 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

 

「官庁施設の「官庁施設の「官庁施設の「官庁施設の PFIPFIPFIPFI 事業手続き標準（第事業手続き標準（第事業手続き標準（第事業手続き標準（第 1111 版）」の公表について版）」の公表について版）」の公表について版）」の公表について    
 
 国土交通省大臣官房官庁営繕部では、官庁施設の PFI 事業の手続きにおける検討

項目と留意事項を「官庁施設の PFI 事業手続き標準（第 1版）」として取りまとめ

ました。 

ＰＦＩは新たな公共サービス提供方式であり、その手続きについても試行錯誤を

重ねている段階であるため、本資料が今後の官庁施設の PFI 事業のより効率的で効

果的な実施に役立つことを期待しています。 

今回公表した第 1版は、平成 15 年 6 月 30 日に事業契約を締結した「中央合同庁

舎第 7号館整備等事業」の経験を踏まえて作成したものです。今後もノウハウを蓄

積し、内容をより充実していく予定です。 

なお、本資料に関するご意見・ご質問等は、全国の官庁営繕に関する相談窓口でも

受け付けております。 

 

○官庁施設の PFI 事業手続き標準（第 1版）の概要 

 以下の事項に関する検討項目及び留意事項を記載しています。 
・ コンサルタント等の選定 
・ 実施方針の公表（事業スキームの検討） 
・ 特定事業の選定（VFM 評価） 
・ リスク分担と保険の付保 
・ 要求水準の設定 
・ PFI 事業費の算定 
・ 民間事業者選定 
・ 契約関係項目 
・ 業績監視（モニタリング）等 
・ 民間収益施設 
 

○本資料の入手方法 

 国土交通省のホームページから入手することができます。 

http://www.mlit.go.jp/gobuild/pfi/pfi.htm 

 

○本資料に関する問い合わせ先 

・ 電子メールでのお問い合わせ ： eizen@mlit.go.jp 
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別紙６ 
 

平成１５年１２月１１日 

国 土 交 通 省 
 

国土交通省所管事業を対象としたＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）国土交通省所管事業を対象としたＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）国土交通省所管事業を対象としたＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）国土交通省所管事業を対象としたＶＦＭ（バリュー・フォー・マネー）    
簡易シミュレーションの目的と特徴簡易シミュレーションの目的と特徴簡易シミュレーションの目的と特徴簡易シミュレーションの目的と特徴    

 
１．目 的 
（１）国土交通省としてＰＦＩになじむ事業の検証 
（２）具体的にＰＦＩ事業の採否を決める指標となる「ＶＦＭ算定」を行う上

で、国土交通省、地方公共団体等の担当者に対する実用書としての活用 
（３）国土交通省所管事業に関する情報公開とＰＦＩ事業に関する提案や官民

間の対話の促進 
 
２．特 徴 
（１）国土交通省所管の１３件の具体的な事業を選定し、ＶＦＭの算定を行っ

た 
（２）算定に関しては、独自の条件設定を行うことで、比較的簡易な手法を用

いつつも、より詳細なＶＦＭ算定への橋渡しとなるよう図った 
（３）ＰＦＩに造詣の深い７名の専門家より助言を得つつ、幅広い活用が可能

となるよう丁寧な解説を加えた 
（４）内容を検討する過程で、民間等から得られた６６３件にのぼる意見を元

に加筆し、事業現場で実際に行われている実務を踏まえた内容とした 
（５）地方公共団体等ＰＦＩの事業主体、ＰＦＩ事業者、金融機関や出資者を

はじめとするＰＦＩに関心を持つ全ての担当者に対する入門書あるいは
実用書となるよう図った 
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ＶＦＭ簡易シミュレーション選定事業一覧ＶＦＭ簡易シミュレーション選定事業一覧ＶＦＭ簡易シミュレーション選定事業一覧ＶＦＭ簡易シミュレーション選定事業一覧    

     

局局局局    担当課担当課担当課担当課    対象事業対象事業対象事業対象事業    

大臣官房 
官庁営繕部 

営繕計画課 
地方合同庁舎整備事業 

公園緑地課 海浜公園整備事業 

下水道部        

下水道事業課 
改良土プラント整備･運営事業 

街路課 自転車駐車場整備･運営事業 

都市･地域整備局 

市街地整備課 

市街地建築課 
市民文化会館整備事業 

住宅局 

住宅総合整備課 公営住宅整備事業 

河川局 
河川計画課 

河川環境課 
浄化事業 

道路局 
国道・防災課 

有料道路課 
簡易パーキングエリア整備事業 

港湾局 環境整備計画室 小型モーターボート係留施設等整備事業 

航空局 
飛行場部管理課 

飛行場部計画課 
第３種空港における立体駐車場整備事業 

北海道局 企画課 ごみ焼却場併設型融雪槽整備事業 

気象庁 
総務部経理課 

観測部管理課 
気象レーダー観測施設整備事業 

海上保安庁 
交通部 

計画運用課 
航路標識整備事業 
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別紙７ 

 

ＰＦＩ事業者の公物管理法上の位置づけについての考え方ＰＦＩ事業者の公物管理法上の位置づけについての考え方ＰＦＩ事業者の公物管理法上の位置づけについての考え方ＰＦＩ事業者の公物管理法上の位置づけについての考え方 
 

 
平成１４年８月２３日             

国 土 交 通 省             

 

 ＰＦＩについて、国土交通省は、従来より官民の役割分担の見直し、財政支

出の有効活用による社会資本整備の充実、民間事業機会の創出等の観点から、

積極的に取り組んできたところである。 

 今般、国土交通省所管の公物管理法について、同様の観点から、以下のよう

な形で、現時点での解釈・運用を整理した。すなわち、公物管理法との関係に

おいては、ＰＦＩ事業者は、協定等で定めることにより、様々な公物管理業務

を行うことが可能であり、また、金融機関からの資金調達や許認可手続き等の

面でも支障が生じることはないと考えている。 

 なお、ＰＦＩ事業が一層具体化する中で、別途の論点やより具体的な論点等

が出てきた場合には、その都度検討、整理していきたいと考えている。 

 

１１１１    ＰＦＩ法におけるＰＦＩ事業者の位置づけＰＦＩ法におけるＰＦＩ事業者の位置づけＰＦＩ法におけるＰＦＩ事業者の位置づけＰＦＩ法におけるＰＦＩ事業者の位置づけ 
 
 ＰＦＩ事業者は、本来公共施設等の管理者等（公物管理者）が行う事業のう

ち、事業計画又は協定において民間事業者が行うこととされた公共施設等の整

備等を行うことができることとされている（ＰＦＩ法第７条第２項注１）。 
注１民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号） 
第７条第２項 
 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業のうち、第十

条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公共施設等の整備等

を行うことができる。  
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２２２２    公物管理法上の公物管理者に関する規定とＰＦＩ事業者の関係公物管理法上の公物管理者に関する規定とＰＦＩ事業者の関係公物管理法上の公物管理者に関する規定とＰＦＩ事業者の関係公物管理法上の公物管理者に関する規定とＰＦＩ事業者の関係 
 

 論点１：ＰＦＩ事業者の法的地位について 
 
(1) 公物管理法における公物管理者に関する規定は、国民等に対し、公物を管

理する最終的な責任を負う主体を規定するものである。公物管理法は、公物

管理における事実行為を民間主体に事務委任することを禁じてはいない。 

 ＰＦＩ事業者は、この事実行為について、ＰＦＩ法第２条に規定する「公

共施設等の整備等」を行うことができる。 

(2) ＰＦＩ事業者は、協定等で定めることにより、一定の範囲における占用許

可等、より広範な事務を実施することも可能である。 

 例えば、道路サービス施設に係る占用許可等においては、取得した占用許

可の範囲内で行われる２次的な利用（一定個所における占用主体以外の者に

よる売店の営業等）について道路管理者による新たな占用許可を要しないこ

ととされている。 

 このような考え方を踏まえ、ＰＦＩ事業においても、協定等で定めた一定

の占用許可等の手続きについて、ＰＦＩ事業者は、逐一公物管理者に対する

新たな手続きを経ることなく実施することができる。 

(3) なお、上記のような形でＰＦＩ事業を実施した場合、国家賠償法による賠

償責任等については、公物管理者が最終責任を負うこととなると考えられる。 

(4) また、ＰＦＩ事業者の法的地位は、協定等によって担保される。加えて、

協定等で、法的地位をリスク分担とともに詳細に規定しておけば、行政主体

の裁量的な判断で不安定になることもない。 
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論点２：公共施設や敷地の所有権等の帰属について 
 
(1) ＰＦＩ事業は、本質的には､その事業収益自体に担保価値を有するものと

考えられているが、現実の資金調達では、事業者が所有権等を保有している

か否かが、金融機関等との間で議論される場合も想定される。 

 その場合、ＰＦＩ事業者が土地等の所有権等を保有することとするか否か

は、協定によって決められるものであって、公物管理法上、公物を構成する

土地物件の所有権等の所在について制約は定められていない（公物管理者に

は必要な権原があれば足りる）。 

 このため、資金調達に当たって、公物管理法の規定が支障になるというこ

とはない。 

(2) なお、ＰＦＩ事業者が土地の所有権等を有する場合、道路法（第４条）及

び都市公園法（第 22 条）では、道路、都市公園を構成する敷地その他の物件

については私権を行使できないこととされており、こうした規定のない河川､

下水道等については、公物管理者は、協定等において公物管理上支障を及ぼ

すおそれのある行為の禁止等を規定するとともに、必要に応じ､公物管理を行

う権原を第三者に対抗できるよう登記する等の対応をとることが考えられる。 

(3) また、ＰＦＩ事業者が所有権を有する土地や施設について抵当権を設定す

る場合、公物管理法が支障となることはない。 

(4) ＰＦＩ事業期間終了後、ＰＦＩ事業者の所有する施設､敷地等を公物管理

者に引き継ぐのか、事業者が保有し続けるのかは、当事者間の協定等による。 

 

 

論点３：ＰＦＩ事業者に対する公物管理法上の種々の許可等について 
 
 ＰＦＩ事業者が行う公共施設等の整備等に関する行為は、公物管理者との

協定等に基づく公物管理行為そのものであり、占用許可、承認工事の承認等

のための手続きは不要である。したがって、協定等に基づくＰＦＩ事業につ

いて占用許可等が協定締結期間に対する制約となることはない。 

 なお、いわゆる合築により、ＰＦＩ事業者が公物管理以外の目的に供する

施設を併せて整備する場合には、当該施設に関する部分については手続きが

必要となるが、協定等の締結に向けた協議の中で同時に調整を進めることと

なることから、その迅速化が図られるものと考えられる。 
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今回整理した論点は以上だが、協定等においては、ＰＦＩ事業者の行う公物

管理の範囲、公物管理者のＰＦＩ事業に対する関与の範囲、権限と責任の分担、

事業終了時の土地の明渡し等資産の取扱い、事業継続が困難な場合の各種措置、

ＰＦＩ事業者の創意工夫等幅広い事項について定めることが可能であり、公物

管理法が制約となることはないと考えている。 

また、冒頭にも記したとおり、ＰＦＩ事業が今後一層具体化し様々な態様の

事業例が出てくる中で、今回整理した論点以外に具体的論点等が出てくれば、

その都度検討、整理していきたいと考えている。 

 

以 上 


